
徳
島
県
訓
令
第
三
号

庁

中

一

般

各

本

庁

構

成

機

関

東

部

各

局

各

総

合

県

民

局

機
構
改
革
に
伴
う
関
係
訓
令
の
整
備
に
関
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

機
構
改
革
に
伴
う
関
係
訓
令
の
整
備
に
関
す
る
訓
令

（
徳
島
県
公
印
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

徳
島
県
公
印
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
徳
島
県
訓
令
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
中
「
、
本
庁
構
成
機
関
の
長
の
印
及
び
本
庁
構
成
機
関
の
長
の
職
務
代
行
者
印
並
び
に
本
庁

構
成
機
関
の
印
」
を
削
り
、
「
東
部
各
局
の
印
」
の
下
に
「
、
セ
ン
タ
ー
等
（
徳
島
県
行
政
組
織
規
則

（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
五
号
）
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
等
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
長
の
印
及
び
セ
ン
タ
ー
等
の
長
の
職
務
代
行
者
印
並
び
に
セ
ン
タ
ー
等
の
印
」
を
加
え
る

。
第
三
条
第
三
項
中
「
本
庁
構
成
機
関
」
を
「
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
本
庁
構
成

機
関
、
東
部
各
局
」
を
「
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
五
項
中
「
本
庁
構
成
機
関
」
を
「
東
部
各
局
」
に
、
「
東
部
各
局
」
を
「
セ
ン
タ
ー
等
」

に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め

る
。第

十
五
条
中
「
本
庁
構
成
機
関
」
を
「
東
部
各
局
」
に
、
「
東
部
各
局
」
を
「
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改

め
る
。

附
則
第
四
項
中
「
本
庁
出
納
員
」
を
「
出
納
局
等
出
納
員
」
に
、
「
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」

を
「
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
る
。

「

本
庁
構
成
機
関

東
部
各
局
の

「

東
部
各
局
の

セ
ン
タ

ー等
の

の
長
の
印

長
の
印

長
の
印

長
の
印

別
表
中

徳
島

県
徳
島
県
東
部

を

徳
島
県
東
部

徳
島

県

×
×
×
×

×
×
×
×
局

×
×
×
×
局

×
×
×
×

×
所
長
印

長
之

印
長

之
印

×
所
長
印

（2
0

×2
0

）

（2
0

×2
0

）

」

（2
0

×2
0

）

（2
0

×2
0

）

」

「

本
庁
構
成
機
関

東
部
各
局
の
印

「

東
部
各
局
の
印

セ
ン
タ

ー等
の

の
印

印

に
、

徳
島

県
徳

島
県

を

徳
島

県
徳

島
県

に
改



×
×
×
×

東
部
×
×

東
部
×
×

×
×
×
×

事
務

所
×

×
局

×
×

局
事

務
所

（3
0

×3
0

）

（3
0

×3
0

）

」

（3
0

×3
0

）

（3
0

×3
0

）

」

め
る
。

（
加
賀
須
野
橋
可
動
橋
操
作
要
領
の
一
部
改
正
）

第
二
条

加
賀
須
野
橋
可
動
橋
操
作
要
領
（
昭
和
三
十
一
年
徳
島
県
訓
令
第
六
百
三
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
本
庁
」
を
「
徳
島
県
部
等
設
置
条
例
（
昭
和
五
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
一
号
）

第
一
条
第
八
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
水
産
業
改
良
普
及
事
業
実
施
要
領
の
一
部
改
正
）

第
三
条

徳
島
県
水
産
業
改
良
普
及
事
業
実
施
要
領
（
昭
和
三
十
五
年
徳
島
県
訓
令
第
三
百
六
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
産
業
交
流
部
」
を
「
農
林
水
産
部
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
改
正
）

第
四
条

徳
島
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
訓
令
第
四
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
本
庁
、
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「
部
等
（
徳
島
県
行
政
組
織
規
則

（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
五
号
）
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
部
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
（
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」

に
、
「
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
又
は
」
を
「
セ
ン
タ
ー
等
、
東
部
各
局
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
本
庁
構
成
機
関
又
は
東
部
各
局
」
を
「
東
部
各
局
又
は
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
本
庁
に
」
を
「
部
等
に
」
に
、
「
本
庁
構
成
機
関
」
を
「
東
部
各
局
」
に
、
「
東
部

各
局
」
を
「
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
本
庁
」
を
「
部
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
本
庁
構
成
機
関
、
東
部

各
局
」
を
「
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
」

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
本
庁
構
成
機
関
」
を

「
東
部
各
局
」
に
、
「
東
部
各
局
」
を
「
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
三
項
中
「
本
庁
の
内
部
組
織
、
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「
部
等
、
東
部
各

局
、
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
号
中
「本
庁
構
成
機
関
及
び
東
部
各
局

」
を
「東

部
各
局
及
び
セ
ン
タ

ー等

」
に
改
め

る
。

（
職
員
の
人
事
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
）

第
五
条

職
員
の
人
事
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
中
「本

庁
構
成
機
関
,
東
部
各
局

」
を
「東

部
各
局
,
セ
ン
タ

ー等

」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
）



第
六
条

徳
島
県
税
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
徳
島
県
訓
令
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

様
式
第
七
十
四
号
中
「本

庁

」
を
「税

務
課

」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
県
営
林
経
営
規
程
の
一
部
改
正
）

第
七
条

徳
島
県
県
営
林
経
営
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
訓
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
中
「
本
庁
」
を
「
徳
島
県
部
等
設
置
条
例
（
昭
和
五
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
一
号
）
第

一
条
第
七
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
行
政
考
査
規
程
の
一
部
改
正
）

第
八
条

徳
島
県
行
政
考
査
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
（
徳
島
県
行
政

組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
五
号
）
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
等
を
い

う
。
）
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
土
地
利
用
対
策
会
議
設
置
規
程
の
一
部
改
正
）

第
九
条

徳
島
県
土
地
利
用
対
策
会
議
設
置
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
徳
島
県
訓
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
本
庁
」
を
「
徳
島
県
部
等
設
置
条
例
（
昭
和
五
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
一
号
）

第
一
条
第
八
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
改
正
）

第
十
条

徳
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
徳
島
県
訓
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
本
庁
」
を
「
部
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
第
四

条
第
三
号
」
を
「
第
四
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

四

セ
ン
タ
ー
等

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
等
（
徳
島
県
産

業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
）
を
い
う
。

第
二
条
第
六
号
中
「
本
庁
各
課
」
を
「
各
課
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
本
庁
」
を
「
部
等
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
本
庁
各
課
、
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「
各
課
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ

ー
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
本
庁
各
課
及
び
本
庁
構
成
機
関
」
を
「
各
課
及
び
セ
ン
タ
ー
等
」

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
本
庁
各
課
、
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「
各
課
、
東
部
各
局
、
セ

ン
タ
ー
等
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
本
庁
、
」
を
「
部
等
、
」
に
改
め
、
「
総
合
県
民
局
及
び
」
を
削
り
、
「
本
庁

構
成
機
関
」
を
「
セ
ン
タ
ー
等
及
び
総
合
県
民
局
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
本
庁
に
」
を
「
部
等

に
」
に
、
「
本
庁
の
」
を
「
部
等
の
」
に
、
「
、
総
合
県
民
局
」
を
「
、
セ
ン
タ
ー
等
に
あ
つ
て
は
当

該
セ
ン
タ
ー
等
の
安
全
衛
生
管
理
者
が
、
総
合
県
民
局
」
に
改
め
、
「
、
本
庁
構
成
機
関
に
あ
つ
て
は

当
該
本
庁
構
成
機
関
の
安
全
衛
生
管
理
者
が
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
本
庁
、
当
該
本
庁
構
成
機

関
、
東
部
各
局
」
を
「
部
等
、
東
部
各
局
、
当
該
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
る
。

第
八
条
及
び
第
九
条
第
二
項
中
「
本
庁
各
課
、
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「
各
課
、
東
部
各



局
、
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
本
庁
（
」
を
「
部
等
（
」
に
、
「
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「
東
部
各

局
、
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
本
庁
」
を
「
部
等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

中
「
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
本
庁
、
」
を
「
部
等
、
」
に
改
め
、
「
総
合
県
民
局
及
び
」
を
削
り
、
「
本

庁
構
成
機
関
」
を
「
セ
ン
タ
ー
等
及
び
総
合
県
民
局
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
本
庁
に
」

を
「
部
等
に
」
に
、
「
本
庁
の
」
を
「
部
等
の
」
に
改
め
、
「
、
本
庁
構
成
機
関
に
あ
つ
て
は
当
該
本

庁
構
成
機
関
の
安
全
衛
生
管
理
者
」
を
削
り
、
「
、
総
合
県
民
局
」
を
「
、
セ
ン
タ
ー
等
に
あ
つ
て
は

当
該
セ
ン
タ
ー
等
の
安
全
衛
生
管
理
者
、
総
合
県
民
局
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の

規
定
中
「
本
庁
、
当
該
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「
部
等
、
東
部
各
局
、
当
該
セ
ン
タ
ー
等
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
本
庁
又
は
当
該
本
庁
構
成
機
関
」
を
「
部
等
又
は
当
該
セ
ン
タ
ー
等
」
に

改
め
る
。

第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
中
「
本
庁
構
成
機
関
」
を
「
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
中
「
本
庁
に
」
を
「
部
等
に
」
に
、
「
本
庁
の
」
を
「
部
等
の
」
に
改
め
、
「
、
本
庁

構
成
機
関
に
あ
つ
て
は
当
該
本
庁
構
成
機
関
の
安
全
衛
生
管
理
者
が
」
を
削
り
、
「
、
総
合
県
民
局
」

を
「
、
セ
ン
タ
ー
等
に
あ
つ
て
は
当
該
セ
ン
タ
ー
等
の
安
全
衛
生
管
理
者
が
、
総
合
県
民
局
」
に
改
め

る
。

（
徳
島
県
職
員
研
修
規
程
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

徳
島
県
職
員
研
修
規
程
（
平
成
七
年
徳
島
県
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

六
条
第
五
号
中
「
本
庁
の
」
を
「
徳
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
五

号
）
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

（
県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
営
規
程
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
営
規
程
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
中
「
本
庁
構
成
機
関
」
を
「
東
部
各
局
」
に
、
「
東
部
各
局
」
を
「
セ
ン
タ
ー
等
」

に
改
め
る
。

（
徳
島
県
工
事
検
査
規
程
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

徳
島
県
工
事
検
査
規
程
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
検
査
企
画
課
長
」
を
「
公
共
入
札
検
査
課
長
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
本
庁
構
成
機
関
」
を
「
東
部
各
局
」
に
、
「
東
部
各
局
」
を
「
セ
ン
タ
ー
等
」

に
改
め
る
。

第
五
条
及
び
第
十
条
中
「
検
査
企
画
課
長
」
を
「
公
共
入
札
検
査
課
長
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
文
書
規
程
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

徳
島
県
文
書
規
程
（
平
成
十
三
年
徳
島
県
訓
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
本
庁
に
」
を
「
部
等
に
」
に
、
「
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「
東
部
各
局
、
セ
ン

タ
ー
等
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
六
号
中
「
本
庁
に
」
を
「
部
等
に
」
に
、
「
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「
東
部
各



局
、
セ
ン
タ
ー
等
（
徳
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
五
号
）
第
四
条
第
三

号
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
本
庁
の
課
（
以
下
「
課
」
と
い
う
。
）
、
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「

課
（
徳
島
県
行
政
組
織
規
則
第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
、
同
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
同

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

セ
ン
タ
ー
等
の
責
任
者
及
び
担
当
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
セ
ン
タ
ー
等
の
長
が
指
名
す
る
者
と
す

る
。

第
三
条
第
六
項
中
「
本
庁
構
成
機
関
」
を
「
東
部
各
局
」
に
、
「
東
部
各
局
」
を
「
セ
ン
タ
ー
等
」

に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
本
庁
に
」
を
「
部
等
に
」
に
、
「
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「

東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
本
庁
」
を
「
部
等
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

中
「
本
庁
構
成
機
関
」
を
「
東
部
各
局
」
に
、
「
東
部
各
局
」
を
「
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
第
三
号
及
び
第
五
項
第
一
号
中
「
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等

」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
本
庁
に
」
を
「
部
等
に
」
に
、
「
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「

東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
る
。

「
第
二
章

本
庁
に
お
け
る
文
書
の
取
扱
い
」
を
「
第
二
章

部
等
に
お
け
る
文
書
の
取
扱
い
」
に

改
め
る
。

第
五
条
中
「
本
庁
」
を
「
万
代
庁
舎
（
徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
に
所
在
す
る
県
の
用
に
供
す
る
建
物

（
警
察
本
部
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

「
第
三
章

本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
及
び
総
合
県
民
局
に
お
け
る
文
書
の
取
扱
い
」
を
「
第
三

章

東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
及
び
総
合
県
民
局
に
お
け
る
文
書
の
取
扱
い
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
中
「
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
、
同
条

第
二
号
中
「
本
庁
構
成
機
関
収
受
印
」
を
「
東
部
各
局
収
受
印
」
に
、
「
東
部
各
局
収
受
印
」
を
「
セ

ン
タ
ー
等
収
受
印
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
本
庁
構
成
機
関
収
受
印
、
東
部
各
局
収
受
印
」
を
「

東
部
各
局
収
受
印
、
セ
ン
タ
ー
等
収
受
印
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
中
「
本
庁
構
成
機
関
又
は
東
部
各
局
」
を
「
東
部
各
局
又
は
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改
め
る

。
第
三
十
五
条
中
「
本
庁
構
成
機
関
の
長
、
東
部
各
局
」
を
「
東
部
各
局
の
長
、
セ
ン
タ
ー
等
」
に
改

め
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
本
庁
構
成
機
関
、
東
部
各
局
」
を
「
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー

等
」
に
改
め
る
。

「

別
表
中
「本

庁
構
成
機
関
,
東
部
各
局

」
を
「東

部
各
局
,
セ
ン
タ
等

」
に
、

徳
島
県
防
災

ー

「

徳
島
県

徳
島
県

人
材
育
成
セ
ン
タ

防
人

セ

を

徳
島
県

ー

」

徳
島
県



徳
島
県

東
部
県
税
局

東
税

東
部
保
健
福
祉
局

東
保

東
部
農
林
水
産
局

東
農

に
改
め
、

東
部
県
土
整
備
局

東
土

防
災
人
材
育
成
セ
ン
タ

防
人

セ
ー

」

徳
島
県
東
部
県
税
局
の
項
、
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
の
項
、
徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局
の
項
及
び
徳

島
県
東
部
県
土
整
備
局
の
項
を
削
る
。

様
式
第
八
号
中
「本

庁
構
成
機
関
・
東
部
各
局

」
を
「東

部
各
局
・
セ
ン
タ

ー等

」
に
改
め
る
。

様
式
第
九
号
中
「本

庁
構
成
機
関
,
東
部
各
局

」
を
「東

部
各
局
,
セ
ン
タ

ー等

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
三
号
中
「本

庁
構
成
機
関
・
東
部
各
局

」
を
「東

部
各
局
・
セ
ン
タ

ー

等

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
三
号
の
二
を
削
り
、
様
式
第
十
三
号
の
三
を
様
式
第
十
三
号
の
二
と
し
、
同
様
式
の
次
に

次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
１
３
号
の
３

（第
３
２
条
関
係

）

（
附
属
機
関
の
委
員
等
の
指
定
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

附
属
機
関
の
委
員
等
の
指
定
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
訓
令
第
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
五
十
八
条
」
を
「
第
五
十
七
条
」
に
改
め
る
。

別
表
徳
島
県
防
災
会
議
の
項
中
「
企
画
振
興
部
次
長
」
を
「
地
域
創
生
部
次
長
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
兼
務
発
令
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

徳
島
県
兼
務
発
令
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
命
ぜ
ら
れ
た
次
に
掲
げ
る
」
を
「
命
ぜ
ら
れ
、
か
つ
、
県
税
（
こ
れ
に
伴
う
徴
収
金
を

含
む
。
）
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
」
に
改
め
、
各
号
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
徳
島
県
税
事
務
取
扱
規
程
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後



の
徳
島
県
文
書
規
程
の
様
式
に
相
当
す
る
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
徳
島
県
税
事
務
取
扱
規
程

及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
徳
島
県
文
書
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。


